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SBI 地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの 

開始を受けた、株主意思確認を必須前提とする買収防衛策の導入に関するお知らせ 

 

 SBIホールディングス株式会社（以下「SBIHD」といいます。）の完全子会社である SBI地銀ホールデ

ィングス株式会社（以下「公開買付者」といい、SBIHDと総称して「SBIHDら」といいます。）は、

2021年 9月 10日、当行株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」（注 1）といいます。）を開始

しましたが、同社は当行との間でなんら協議を行うことなくその準備を行っており、その諸条件につ

いて当行に情報共有がなされておらず、また、本公開買付け実施後の当行の経営方針等についても当

行との議論を一切経ておりません（注 2）。これらの点に鑑みると、当行は、本公開買付けは当行の企

業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を妨げるものであるおそれが否定できないと考えており

ます。 

（注 1）本公開買付けについては、公開買付者が提出した 2021 年 9 月 10 日付の公開買付届出書（以

下「本公開買付届出書」といいます。）をご参照ください。 

（注 2) SBIHD が当行の議決権の約 20％弱を取得した 2021年 3月末以降、当行は、SBIHDに対して当

行の大株主としての意見を伺うべく複数回にわたり会談等を申し入れて来ました。しかし、

SBIHDからは、特に伝えることは無いとの回答があったのみで、会談等の申し入れは応諾され

ず、SBIHD と当行経営陣との間で当行の経営のあり方等をめぐる協議は全くなされておらず、

SBIHDから本公開買付けに関するご相談もいただけませんでした。そうした状況の中、本公開

買付けは当行へ何らの予告も説明も協議も無く突然開始されたものであります。 

 

 なお、本公開買付届出書においては、SBIHDは当行に対して、「継続的に資本業務提携に関する提案を

行ってきましたが、地方創生に関する提携については一定の進展が見られたものの、証券業務を含む両

グループのシナジーの発揮が期待できる分野に関する提携については対象者から前向きな回答を得ら

れておらず、また、これまでの対象者の対応に鑑みて進展が得られるとは見込めない状況であった」と

の指摘がありますが、当行としては 2019 年 9 月に SBIHD から頂いた資本業務提携の提案に対しては、

その実現可能性や、当行にとってのメリット・デメリットを約 2ヶ月に亘り真摯に検討をした結果、2019

年 11月、複数の理由をご説明申し上げた上で謝絶し、SBIHD の代表取締役である北尾吉孝氏にもご理解

いただいたと当行は考えています。これ以降、当行の個別の業務分野において、SBIHD とは案件ベース

では多種多様な取引を行っていただいているものの、SBIHD からの資本業務提携に係る提案はないとの

N E W S  R E L E A S E  



 

2 
 

認識です。SBIHD から、当行から「前向きな回答」を得られなかったと指摘されている「証券業務を含

む両グループのシナジーの発揮が期待できる分野に関する提携」については、そもそも当行がリテール

業務におけるコスト削減策として検討を開始したものであり、当行から株式会社 SBI証券に対して、有

力候補として打診を行ったものです。当行は、株式会社 SBI証券を含む 3社の主たる候補者から提案を

頂戴する入札方式を採用の上、一番競争力のある提案であったマネックス証券株式会社からのご提案を

採用いたしました。そのため、SBIHD が考える「両グループのシナジーの発揮が期待できる分野に関す

る提携」は、当行にとっては最も競争力のある提案とは評価することができなかったため「前向きな回

答」をお示しできなかっただけのことと考えています（注 3）。 

（注 3）上記の点に限らず、本公開買付届出書に記載された SBIHD と当行との間の業務提携に関する

協議・接触については、当行の認識と大きく異なる点が散見されます。詳細は、2021 年 9月

16日付で公表しました「SBI地銀ホールディングス株式会社による公開買付けにかかる意見

表明に向けた当行の検討状況について」の別紙（SBI地銀ホールディングスによる当行株式

の公開買付けまでの経緯に関する当行の認識）をご参照ください。 

 

 さらに、次の理由から、本公開買付けには、本来であれば本公開買付けに賛同していない当行の株

主が、本公開買付けへの応募による売却をせざるを得ないと考える等、株主の判断がゆがめられる可

能性（強圧性）が生じるおそれもあります。すなわち、本公開買付けにおいては、株式の買付予定数

に上限（58,211,300 株（所有割合（注 4）にして 27.68％、SBIHDらの現所有分を加味した所有割合に

して 48.00％））が設けられており、応募株式数の合計が買付予定数の上限を超える場合には、超過し

た当行株式の買付けは行われません。そして、当該上限は当行の総株主の議決権の過半数に満たない

数に設定されています。当行の現状の株主構成及び過去における概ね 9割前後の議決権行使比率に鑑

みますと、SBIHD らは当行の総株主の議決権のうち過半数を取得しなくとも、実質的に当行の経営を支

配することが可能であると考えられます。加えて、SBIHDは、銀行持株会社としての認可(注 5)を取得

するには不適切な子会社（すなわち、銀行持株会社の子会社としては行うことが出来ない業務を行っ

ている子会社、例えば、SBIHDのバイオ・ヘルスケア＆メディカルインフォマティクス事業に属する会

社や不動産仲介業務を行う会社が含まれます。）を保有しており、その提案において、銀行持株会社と

なることもなく、また、発行済株式の全部を取得することもなく、あえて当行の議決権の過半数を取

得することなく、最大で 48％の所有割合に相当する当行株式の取得を求めるものです。それはすなわ

ち、当行の総株主の議決権の過半数を取得することなく投資額を節減し、実質的に当行の経営を支配

しようとする提案にほかなりません。当行は、上記のとおり SBIHD らは当行の総株主の議決権の過半

数を取得せずとも実質的な経営権を取得しうる状況にあるため、銀行持株会社としての認可を取得す

ることなく、いわば低額な投資により、残置された株主の犠牲のもとに、実質的経営権を取得するこ

とも可能な状態にあると考えています。 

このような手法により当行の実質的な経営権が取得される事態は、当行の企業価値ないし株主の皆



 

3 
 

様共同の利益の最大化の観点から重大な問題をはらむものであり、残置された株主の投資は実質的に

SBIHDの支配に服し、同社の利益に供されるおそれがあります。 

（注 4）「所有割合」とは、当行が 2021年 9月 3日に提出した「自己株券買付状況報告書（法第 24

条の 6第 1項に基づくもの）に記載された 2021年 8月 31日現在の当行の発行済株式総数

（259,034,689株）から、当行が所有する同日現在の自己株式数（48,724,159株）を控除し

た株式数（210,310,530株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記

載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。）をいいます。以下、

同じです。 

（注 5）銀行法第 52 条の 17第 1項に定める内閣総理大臣の認可を指します。本公開買付届出書によ

れば、銀行持株会社としての認可が必要となり得ることが、本公開買付けにおける買付予定

数の上限（所有割合にして 27.68％、SBIHDらの現所有分を加味した所有割合にして

48.00％））が設定された一つの理由として記載されています。 

 

さらに、当行は、上場企業として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、金融サービス

業の中核たる銀行（預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け等の銀行業を行う会社）として、高い

公共性を有し、広く経済・社会に貢献していくという重大な責任を負っている企業であります。2021

年 3月下旬以降、当行は、SBIHD から大株主としての意見を伺うべく複数回にわたり会談等を申し入れ

て来ました。しかし、SBIHDからは、特に伝えることは無いとの回答があったのみで、会議等の申し入

れは応諾されず、SBIHDと当行経営陣との間で当行の経営のあり方等をめぐる協議は全くなされており

ませんでした。そうした状況の中、本公開買付けは当行へ何らの予告も説明も協議も無く突然開始さ

れたものであります。当行はフルサービスの銀行業を営むものであり、当行の事業の公共性に鑑みて

も、当行経営のあり方や当行を支配しうる大株主のあり方については、予め当行と買収者との間で慎

重かつ十分な検討と協議がなされるべきであるところ、このように一方的に開始された本公開買付け

により支配的な株主の異動が生ずることとなれば、当行経営の継続性が失われ当行経営に深刻な混乱

が生じる可能性が高く、その結果として当行事業の公共性に悪影響が及び、広く経済・社会に貢献し

ていくという当行の重大な責任を果たすことができなくなるおそれがあり、ひいては当行の企業価値

ないし株主の皆様の共同の利益が害されるおそれもあります。 

 

 かかる認識の下、SBIHD らによる本公開買付けの公表を受け、当行取締役会は、当行の企業価値ない

し株主の皆様共同の利益の最大化を妨げる事態が生じないよう、本公開買付けを含む大量買付行為

（下記Ⅲ2(2)で定義されます。）が当行の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし

得るかについて、株主の皆様が適切なご判断を下すための情報と熟慮のための時間を確保するため、

かかる大量買付行為は、当行取締役会の定める一定の手続に基づいてなされる必要があるとの結論に

至りました。 
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 その結果、当行取締役会は、本日開催の当行取締役会において、当行の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当行の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118条第 3号。以下「本基本方針」といいます。）

を決定し、さらに、本基本方針に照らして不適切な者によって当行の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第 118条第 3号ロ(2)）として、本プラン（以

下に記載する、同取組みの内容をいいます。）を導入することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。本プランは、既に具体化している本公開買付けを含む大量買付行為への対応を

主たる目的として導入されるものであり、平時に導入されるいわゆる事前警告型買収防衛策とは異な

るものです。 

 

 本プランに基づく対抗措置（注 6）は、株主意思確認総会による承認が得られた場合であって、か

つ、大量買付者（下記Ⅲ3(2)で定義されます。）が大量買付行為を撤回しない場合（本公開買付けに即

して言えば、公開買付者が本公開買付けを撤回しない場合）にのみ発動されます。但し、大量買付者

等（下記Ⅲ3(1)で定義されます。）が本プラン所定の手続を遵守せず、株主意思確認総会を開催する以

前において大量買付行為を実行しようとする場合（本公開買付けに即して言えば、公開買付けの期間

を延長し 60営業日に延長するようにとの当行からの要請（下記Ⅲ2(3)①をご参照ください。）に応じ

ず、当行の株主意思確認総会の開催前に本公開買付けを終了させる場合を含みます。）は、当行は、や

むを得ず取締役会決議により新株予約権の無償株主割当てを先行して行う予定ですが、その場合であ

っても、当行株式を対価とする当該新株予約権の強制取得（すなわち、非適格者（下記Ⅲ3(1)⑤(a)で

定義されます。）の保有する当行議決権の希釈化）については、株主意思確認総会による承認(注 7)が

得られた場合にのみ発動されます。株主意思確認総会による承認が得られなかった場合には、当行

は、当該新株予約権の全部を無償で強制取得する予定であり、その場合、希釈化は生じません。詳細

につきましては下記Ⅲ2に記載しております。 

 なお、本プランの導入については、当行の独立社外取締役 5名全員を含む取締役の全員が賛成して

決議されており、また、当該取締役会には、当行の全ての監査役である監査役 3名（うち社外監査役 2

名）が出席し、出席した監査役はいずれも、上記決議を行うことに異議がない旨の意見を述べており

ます。 

（注 6） 具体的には、(a)差別的行使条件等及び取得条項等が付された新株予約権の無償株主割当

て、及び(b)それに続いて、当行株式を対価として、非適格者以外の者が保有する全ての当

該新株予約権を強制取得することにより、非適格者の保有する当行の議決権を希釈化するこ

とです。 

（注 7）取締役会決議により新株予約権の無償株主割当てを先行して行った場合にあっても、当行

が、非適格者以外の者が保有する全ての当該新株予約権を当行株式を対価として強制取得す

ることにより、非適格者の保有する当行の議決権を希釈化することについてご承認をいただ
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くこととします。 

 

 なお、会社法及び金融商品取引法その他の法律、それらに関する規則、政令、内閣府令及び省令等

並びに当行株式等が上場されている金融商品取引所の規則等（以下「法令等」と総称します。）に改正

（法令等の名称の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。以下同じとします。）があ

り、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用する法令等の各条項は、当行取締役会が別

途定める場合を除き、これらの法令等の各条項を実質的に継承する当該改正後の法令等の各条項にそ

れぞれ読み替えられるものとします。 

 

記 

 

Ⅰ 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

 当行は、上場企業として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、金融サービス業の中核

たる銀行として、高い公共性を有し、広く経済・社会に貢献していくという重大な責任を負っている

企業であります。 

 このような社会的責任を踏まえると、当行の企業価値及び株主の皆様共同の利益を最大化していく

ためには、中長期的な観点から、当行の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していくことが最も重

要であって、当行の財務及び事業の方針は、このような認識を基礎として決定される必要がありま

す。 

 もとより、当行は上場会社として、特定の者による当行の経営の基本方針に重大な影響を与える買

付提案があった場合、それを受け入れるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき

ものと認識しております。 

 しかしながら、大量買付行為が行なわれる場合、大量買付者等からの必要かつ十分な情報の提供な

くしては、当該大量買付行為が当行の企業価値ないし株主の皆様共同の利益に及ぼす影響を、株主の

皆様に適切にご判断いただくことは困難です。また、大量買付行為の中には、当行のステークホルダ

ーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるもの、当行の株主や取締役会が買付けや

買収提案の内容等について検討し、当行の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な期間・

情報を与えないものや、当行の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等、当行が維持・向

上させてまいりました当行の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を毀損するものがあります。そし

て、公開買付制度の下での反対意見表明や追加情報提供請求にもかかわらず大量買付行為が強行され

た場合、株主の皆様に対する必要十分な情報開示や検討時間が与えられないおそれがあり、その結

果、株主の皆様共同の利益を毀損し、残された少数株主を害する結果が生じてしまうおそれがあると

考えられます。 
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 かかる認識の下、当行は、①大量買付者等に株主の皆様のご判断に必要かつ十分な情報を提供させ

ること、さらに②大量買付者等の提案が当行の企業価値ないし株主の皆様共同の利益に及ぼす影響に

ついて当行取締役会が評価・検討した結果を、株主の皆様に当該提案をご判断いただく際の参考とし

て提供すること、場合によっては③当行取締役会が大量買付行為又は当行の経営方針等に関して大量

買付者等と交渉又は協議を行なうこと、あるいは当行取締役会としての経営方針等の代替案を株主の

皆様に提示することが、当行取締役会の責務であると考えており、かかる責務を全うするためには、

本プランを導入することで、大量買付者等からの十分な情報提供を確実にし、株主の皆様の総体的な

意思を確認する機会を確保し、その意思が反映されることを担保する必要があるものと考えておりま

す。 

 当行取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、大量買付者等に対しては、当行の企業価値な

いし株主の皆様共同の利益が最大化されることを確保するため、大量買付行為の是非を株主の皆様が

適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するよう要求するほか、当行において当該提供され

た情報につき適時適切な情報開示を行う等、金融商品取引法、会社法その他の法令及び定款の許容す

る範囲内において、適切と判断される措置を講じて参ります。 

 

Ⅱ 本基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

１．当行の企業価値の源泉 

 わが国は、少子高齢化や人口減少等様々な課題を抱えております。また、金融業界においても

デジタル技術進展によるキャッシュレス化や異業種参入等の環境変化が起こり、当行を取り巻く

経営環境は大きく変化しております。更に、世界規模での新型コロナウイルスの感染拡大を受

け、新たな形で「日常」を取り戻そうと試行錯誤が始まっております。この世界的な危機を乗り

越えた後は、世界の価値観や行動様式は、それ以前の世界には戻らない「ニューノーマル（新し

い常態）」になると言われております。このような環境変化の中、最大の企業価値を発現するため

には、人々の日常生活や社会活動と密接不可分である金融機能を担う者として、社会的インフラ

としての責任と使命を果たすことに加え、ニューノーマルの中で人の新しい日常を作り上げる活

動に貢献することが必要です。 

 当行は、常にこのような問題意識を念頭に企業活動を展開しており、創業以来、リテールバン

キング、コンシューマーファイナンス、法人向け業務など幅広い分野での事業拡大を通じ、従来

型の金融商品・サービスでは満たされていないニーズを先んじて発見し、ソリューションを提供

する金融企業グループとして成長してまいりました。当行の企業価値の源泉は、それぞれの事業

部門が培った金融ノウハウを基にした独創性ある金融サービスの提供にあります。 

 そして、これら企業価値の源泉の根幹には、創業以来蓄積してきた当行の金融サービスに対す

る知見、個々の従業員が有する経験・ノウハウや卓越した生産性・効率性とそれらを育む企業文
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化・経営方針、取引先や事業パートナーをはじめとするステークホルダーからの厚い信頼等があ

ります。 

 また、企業価値向上は、社会に良いインパクトを生んだ結果であるとの観点から、金融・非金融

を問わず外部パートナーと価値を共創する取り組みを行ってまいりました。当行グループは、社会

と一体となり、これらの事業活動を通じ、さらなる企業価値の向上に取り組んでおります。 

 

２．当行の企業価値及び株主の皆様共同の利益向上に向けた取組み 

（１）当行の経営理念と経営方針 

当行グループは次の経営理念を掲げて、日々の経営・業務に取り組んでいます。 

 安定した収益力を持ち、国内外産業経済の発展に貢献し、お客さまに求められる銀行グ

ループ 

 経験・歴史を踏まえた上で、多様な才能・文化を評価し、新たな変化に挑戦し続ける銀

行グループ 

 透明性の高い経営を志向し、お客さま、投資家の皆様、従業員など全てのステークホル

ダーを大切にし、また信頼される銀行グループ 

 

（２）経営方針を具体化するための中期経営戦略 

当行は上記の企業価値の源泉を更に強固なものとし、企業価値の向上に取り組むための施

策として、2019 年度に「金融リ・デザイン」をテーマとして中期経営戦略を策定いたしま

した。経営環境の変化を捉え、現状の延長線上での成長を目指すのではなく、当行グループ

が提供する金融サービスの絶え間ない見直し（リ・デザイン）による“非連続”な成長を目

指すことにしています。 

 

①  中期経営戦略の 2つの基本戦略 

具体的には、当行グループが有する強みである、機動性・柔軟性を有する経営基盤、

高い専門性を有する金融テクノロジー、金融業務の高速化・自動化を実現する情報テク

ノロジーなど、高い専門性と実行力を基に、「価値共創による成長追求」と「ケイパビ

リティの強化・活用」を基本戦略として推進しております。 

 

（価値共創による成長追求） 

「価値共創による成長追求」とは、当行グループの強みを切り出し、自社の強みと他

社のサービスを融合することで、顧客にとってより身近で、より使いやすいビジネスを

生み出していくことです。この基本戦略は「他者サービスとの融合」「Finance as a 

Service」「顧客理解の深化」の 3つの要素で構成されます。 
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 他者サービスとの融合 

デジタル技術やデータを活用しながら、エコシステム（経済的生態系）の構築・参

画を通じて、サービスの高度化やマーケットの開拓を図り、新たなお客さまとの接点

を作り、拡げていく。 

 Finance as a Service 

新生銀行グループが有するオペレーションやファイナンスに関する機能を、お客さ

まにとって必要な時に必要な形で提供する。 

 顧客理解の深化 

外部パートナーとのデータ融合を通じて、対象とする市場やターゲットを定め、深

い顧客理解に基づいて、高い付加価値を提供する。 

 

（ケイパビリティの強化・活用） 

また、「ケイパビリティの強化・活用」は企業の成長の源泉となる組織的能力の強化と

活用により、価値創出、競争力、差別化の源泉となる強みを醸成していくことです。こ

の基本戦略は「人材の多様性と柔軟な働き方」「お客様目線での組織体制」「生産性が高

いオペレーション体制」「最適な資本活用」の 4つの要素を重要視します。 

 人材の多様性と柔軟な働き方 

女性のあらゆるレベルでの活躍推進とシニア・若手の実力登用を行い、また異能人

材の獲得・育成も進め、このような多様性を支える人事諸施策を実施する。 

 お客様目線での組織体制 

法人、個人ごとにグループワイドで事業戦略・企画を一体化することで、顧客のニ

ーズにワンストップで対応する。グループ本社のコーポレート機能の高度化、効率化

をさらに進める。 

 生産性が高いオペレーション体制 

デジタル技術の活用、働き方改革、チャネルの効率化などによる生産性改革を通し

て実現する。情報システム、コンプライアンス等の経営の安定性・安全性への取り組

みも継続する。 

 最適な資本活用 

自己資本を適切な水準に管理しつつ、ノンオーガニック戦略を含む慎重かつ積極的

な資本活用を検討し、リスクテイクに対するリターンを最大化する。 

 

②  注力分野 

個人・法人の各ビジネスと経営基盤に関連する分野から抽出し、4つの注力分野とし

ています。 
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 小口ファイナンス（個人ビジネス） 

個人及び小規模事業者を対象とした、少額かつ高頻度の与信（融資）・決済を行う

ビジネス。従来、マーケティング、与信判断、回収におけるデータ分析・活用や堅牢

なオペレーションに関して強みを有しているが、今後「価値共創」に基づき、他者サ

ービスとの融合やパートナーへの機能の提供に加え、デジタル技術の活用によるサー

ビスの高度化に取り組む。 

 機関投資家向けビジネス（法人ビジネス） 

機関投資家とのネットワークや信託等のストラクチャリング力、幅広いアセットに

関する知見等を活かし、再生可能エネルギー、インフラ、不動産等のリアルアセット

へのオルタナティブ投資に関する多様なサービスを、幅広い機関投資家に対してワン

ストップで提供することを目指す。 

 組織戦略 

ビジネス面での一層のグループ融合を進めるべく、グループワイドで法人と個人の

顧客ごとに事業戦略・企画機能を一体化。顧客ニーズ・課題に対してグループ一体で

最適なソリューションを提供する。 

 生産性改革 

店舗チャネル・オフィススペースの効率化、デジタル技術や働き方改革による効率

化によって、さらなる聖域なき経費構造改革を推進する。 

 

③  持続的成長に向けた取り組み 

上記の 2つの基本戦略の実行によって、持続的成長を果たしていくことができると

考えます。持続的成長に向けた当行グループの重点課題（マテリアリティ）は次の 3

つに分類されます。 

 社会・環境の課題の解決に向けた役割 

従来の金融サービスでは満たされていない顧客層に対し、顧客それぞれのニーズに

合わせた金融サービスを提供する。持続可能な社会資本への資金循環を促進する金融

ソリューションを提供することで社会の適切な資金の流れを創出する。異業種企業と

のパートナーシップによるエコシステムの構築/参画することや、デジタルやテクノ

ロジーを活用することで、より広い社会課題を解決する。 

 社会的責任の遂行 

社会的インフラとしての基本的金融機能（預金、融資、決済など）を安定的に提供

するとともに、サイバーセキュリティの確保とマネー・ローンダリング及びテロ資金

供与の防止にも高いレベルで取り組む。また顧客利益の追求や適切な情報提供により

顧客本位のサービスを提供する。 
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 役割と責任を果たし続けるための基盤 

「社会課題の解決に向けた役割」と「社会的責任の遂行」を支える基盤であり、

「人材」、それを生かす「組織」、生産性の高い「オペレーション」、「資本」、「専門性

と実行力」、強靭な「ガバナンス機能」、を重点課題とする。 

 

３．コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組み 

 当行は、企業価値の向上を実現するために、経営の効率性、健全性を向上させる体制を構築する

とともに、常に公平な情報を、タイムリーに、継続的に、自発的に提供し続けることを情報開示の

基本方針としており、各投資家（アナリスト・個人投資家）向けの説明会の定期開催や、IR Dayの

開催、適時開示資料等の配信等、積極的な IR 活動を行うことで、企業経営の透明性の向上に努め

ております。 

 当行経営の意思決定機関である取締役会は、業務執行を行う 2名の取締役と、主に業務執行に対

する監督を行う 5名の社外取締役の計 7名とすることで、経営の透明性と客観性を確保し、適切な

経営の意思決定を実現しています。 

 社外取締役は、それぞれ、国内及び海外での金融業や、消費者を対象とした事業、経営コンサル

ティング、情報システム及びリスク管理分野などに関する豊富な経験と高い専門知識を有するメン

バーでバランス良く構成しており、各取締役が持つ経験と専門知識を背景に、中立的かつ客観的な

立場から当行の経営に対する意見を述べ、業務執行を行う業務執行取締役に対する監督・助言機能

を果たしています。取締役などとの取引については、利益相反を回避し、取引の公正性を維持する

ためのチェックを行っており、必要に応じて取締役会で審議する体制や事後フォローの体制を整備

し、実践しています。 

 取締役会から独立した監査役及び監査役会では、取締役会や業務執行に対する監査機能を担うこ

とで、より牽制の効いたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。 

 この体制のもと、株主の皆さまやお客さまをはじめとするさまざまなステークホルダーの利益を

反映した最適かつバランスがとれた経営方針を採択し、企業価値の向上を目指しています。 

 

Ⅲ 本基本方針に照らして不適切な者によって当行の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み（本プラン） 

 

１．本プランの目的 

 本プランは、当行の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を最大化することを目的として、上

記 I「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に沿って導入さ

れるものです。 
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 当行取締役会は、大量買付行為がなされることを受け入れるか否かの判断についても、当行の

企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化の観点から、最終的には株主の皆様によってなさ

れるべきものと考えております。そして、株主の皆様が、大量買付行為を受け入れるか否かの判

断を適切に行うためには、当該大量買付行為の開始に先だって、株主意思確認総会によって株主

の皆様の総体的な意思を確認する機会を確保することが必要であり、また、かかる意思確認を熟

慮に基づく実質的なものとするためには、その前提として、大量買付者等からの必要十分な情報

提供及び株主の皆様における検討時間を確保することが必要であると考えております。我が国で

は、公開買付制度によって濫用的な株式の大量買付行為を規制する一定の対応はなされています

が、原則として市場内での買付行為には適用がなく、また、公開買付制度の適用がある場合で

も、公開買付開始前に情報開示や検討時間を法的に確保することができず、株主の皆様に対する

必要十分な情報開示や検討時間が与えられないおそれがあると考えられます。そして、公開買付

制度の下での反対意見表明や追加情報提供請求にもかかわらず大量買付行為が強行された場合、

株主の皆様に対する必要十分な情報開示や検討時間が与えられないおそれがあり、その結果、株

主の皆様共同の利益を毀損し、残された少数株主を害する結果が生じてしまうおそれがあると考

えられます。 

 

 以上の認識に基づき、当行取締役会は、大量買付行為がなされるに際して、当該大量買付行為

が当行の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を妨げるものであるか否かを、当行の株

主の皆様が事前に十分な情報に基づいてご判断されることを可能にすることが、当行取締役会の

責務であると考えており、かかる責務を全うするためには、大量買付者等からの十分な情報提供

を確実にし、株主の皆様の総体的な意思を確認する機会を確保し、その意思が反映されることを

担保する必要があるものと考えております。これを確保すべく、大量買付者等に対して所要の情

報を提供するよう求めると共に、かかる情報提供を実効性あるものとし、当該情報に基づいて株

主の皆様が当該大量買付行為の実行の是非を熟慮されるために要する時間を確保する枠組みとし

て、以下のとおり、大量買付行為がなされる場合に関する手続として、本プランを設定いたしま

す。かかる手続は、株主の皆様に対し、大量買付行為がなされることを受け入れるか否かについ

て適切な判断をするための必要かつ十分な情報及び時間を提供するためのものであり、当行の企

業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化に資するものであると考えております。 

 

 それゆえ、当行取締役会は、大量買付者等に対して、本プランに従うことを求めます。また、

当該大量買付者等が本プランに従わない場合には、本プランに従って株主の皆様の判断を得る機

会が確保できるよう、対抗措置の一部のみを先行して暫定的に講じる方針です。 

 

 本プランは、前述したとおり、当行の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を図る観点
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から、SBIHD らによる本公開買付け、及び本公開買付けがなされている状況下において生じ得る他

の大量買付行為に対して一定の手続を定めることが必要であるとの判断のもと、当行取締役会にお

いてその導入が決定されたものですが、大量買付行為が実際になされた場合に当行が所定の対抗措

置を講じるか否かについては、最終的には、株主意思確認総会を通じて株主の皆様のご意思に委ね

られる仕組みとなっております。したがって、大量買付行為の詳細を評価•検討するのに必要な時

間及び情報が十分に確保されることを前提に、当行取締役会が株主の皆様に対して説明責任を果た

した上で、対抗措置の発動について株主意思確認総会の普通決議によって可決された場合には、当

該対抗措置は株主の皆様の合理的意思に依拠しているものと解し得ると考えており、その合理性に

ついては問題がないものと判断しております（本プランの合理性を高める仕組みの詳細については

下記 5をご参照ください。）。 

 

２．本プランの内容 

（１）本プランの概要 

① 本プランに係る手続 

 前述のとおり、当行としては、大量買付行為がなされることを受け入れるか否かの判断は、

最終的には、株主の皆様によってなされるべきものと考えておりますので、株主意思確認総

会により対抗措置の発動について承認が得られ、かつ、大量買付行為が撤回されない場合に

は、当行の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を図るため、所定の対抗措置を発

動することとしています。 

 

 また、本プランは、株主の皆様によるご判断の前提として、大量買付者等に対して所要の

情報を提供するよう求め、かかる情報に基づき株主の皆様が、当該大量買付行為がなされる

ことの是非を熟慮されるために要する時間を確保し、その上で、株主意思確認総会を通じて、

当該大量買付行為がなされることを受け入れるか否かに関する株主の皆様のご意思を確認

することを目的としておりますので、万一、かかる趣旨が達成されない場合、即ち、大量買

付者等が、下記(3)に記載した手続を遵守せず、下記(3)③に記載する株主意思確認総会を開

催する以前において大量買付行為を実行しようとする場合、当行取締役会は、所定の対抗措

置の一部のみを先行して暫定的に実施したうえで、株主意思確認総会を通じて株主の皆様の

ご意思を確認するものとしています。本プランにかかる手続の流れの概要につきましては、

別紙をご参照ください。 

 

② 独立役員のための独立外部専門家による助言 

 当行は、取締役 7名中 5名が独立社外取締役であり、監査役 3名中 2名が独立社外監査役

であります。したがって、取締役会による恣意的な判断の防止や本プランの運用の公正性・
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客観性の確保は、このような役員構成により十分に達することができ、取締役会とは独立し

たいわゆる独立委員会を別途設置する必要はないと考えております。他方、独立社外役員の

みによる協議の機会自体は、全く妨げられるものではありません。当行は、独立社外役員が

協議にあたり助言を得ることができるよう、当行取締役会から独立した外部専門家（フィナ

ンシャル•アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等）を起用するものとします。なお、

かかる助言を得るに際して要した費用は、合理的な範囲で全て当行が負担するものとします。 

 

③ 対抗措置としての新株予約権の無償株主割当ての利用 

 上記①で述べた対抗措置が発動される場合においては、当行は、非適格者による権利行使

は認められない旨の差別的行使条件等及び当行が非適格者以外の者から当行株式と引換え

に新株予約権を取得する旨の差別的取得条項等が付された新株予約権（以下「甲種新株予約

権」といいます。）を、新株予約権の無償株主割当ての方法（会社法第 277条乃至第 279条）

により、当行の全ての株主の皆様に対して割り当てることとなります（詳細は下記 3をご参

照ください。）。 

 

④ 当行による甲種新株予約権の取得 

 本プランに従って甲種新株予約権の無償株主割当てがなされ、当行による甲種新株予約権

の取得と引換えに、非適格者以外の株主の皆様に対して当行株式が交付される場合には、非

適格者の有する当行株式の議決権割合は、一定程度希釈化されることとなります。 

 

（２）対象となる大量買付行為 

 

本プランにおいて、「大量買付行為」とは、 

 

① 特定株主グループ（注 1）の議決権割合（注 2）を 20%以上とすることを目的とする当

行株券等（注 3）の買付行為（当該行為より前に、既に特定株主グループの議決権割合が

20%以上であった場合における当該特定株主グループによる買付行為を含みます。市場取

引、公開買付けその他具体的な買付方法の如何を問いません。以下同じとします。）、 

 

② 結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となるような当行株券等の買付行

為、又は 

 

③ 上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当行の特定株主グル

ープが、当行の他の株主（複数である場合を含みます。以下本③において同じとしま
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す。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株

主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定株主グ

ループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共

同ないし協調して行動する関係（注 4）を樹立するあらゆる行為（注 5）（但し、当行が発

行者である株券等につき当該特定株主グループと当該他の株主の議決権割合の合計が 20%

以上となるような場合に限ります。） 

 

を意味し（いずれも事前に当行取締役会が同意したものを除きます。）、「大量買付者」と

は、上記のとおり、かかる大量買付行為を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う

又は行おうとする者を意味します。 

 

（注 1） 特定株主グループとは、(i)当行の株券等の保有者（金融商品取引法第

27条の 23第 1項に規定する保有者をいい、同条第 3項に基づき保有者

に含まれる者を含みます。）及びその共同保有者（同法第 27条の 23第 5

項に規定する共同保有者をいい、同条第 6項に基づき共同保有者とみな

される者を含みます。）、(ii)当行の株券等（同法第 27条の 2第 1項に

規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第 27条の 2第 1項に規

定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含

みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第 27条の 2第 7項に規定

する特別関係者をいいます。）並びに(iii)上記(i)又は(ii)の者の関係

者（これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結し

ている投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的

利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のア

ドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同

ないし協調して行動する者として当行取締役会が合理的に認めた者を併

せたグループをいいます。）を意味します。 

（注 2） 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)

特定株主グループが当行の株券等（金融商品取引法第 27条の 23第 1項

に規定する株券等をいいます。）の保有者及びその共同保有者である場

合の当該保有者の株券等保有割合（同法第 27条の 23第 4項に規定する

株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保

有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）

も計算上考慮されるものとします。但し、本プランにおいては、同項に

いう「当該発行者の発行済株式の総数」（株券等保有割合の計算にあた
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っての除数）は、「当該発行者の発行済株式の総数（当該発行者が自己

株式として保有する株式を除く）」と読み替えます。）又は（ii）特定株

主グループが当行の株券等（同法第 27条の 2第 1項に規定する株券等

をいいます。）の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当

該買付け等を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法第 27

条の 2第 8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいま

す。株券等保有割合又は株券等所有割合の算出に当たっては、発行済株

式の総数（同法第 27条の 23第 4項に規定するものをいいます。）、発行

者が保有する自己株式の数、及び総議決権の数（同法第 27条の 2第 8

項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書及

び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照すること

ができるものとします。 

（注 3） 株券等とは、金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する株券等を意

味します。 

（注 4） 「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質

的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が

樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ない

し契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティ

ブや貸株等を通じた当行株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、

当該特定株主グループ及び当該他の株主が当行に対して直接・間接に及

ぼす影響等を基礎として行うものとします。 

（注 5） 本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当行取締役会が合理的

に判断するものとします。なお、当行取締役会は、本文の③所定の要件

に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当行の株主に対

して必要な情報の提供を求めることがあります。 

 

（３）対抗措置の発動に至るまでの手続 

 本プランは、株主の皆様が、大量買付行為がなされることを受け入れるか否かについてそ

のご意思を表明する機会の確保を目的としたものであるところ、事務手続上、当行の株主意

思確認総会の開催には、相応の準備期間を要します。また、本プランは、株主の皆様が当該

大量買付行為の是非を熟慮される前提として、大量買付者等からの情報提供を求め、その情

報に基づき株主の皆様が熟慮されるために要する時間を確保することも目的としておりま

す。 
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 そこで、大量買付者等から大量買付行為に関する情報を取得し、かつ株主の皆様の熟慮期

間を確保した上で、確実に株主意思確認総会を経られるよう、大量買付者等には、本プラン

に定める以下の手続に従っていただくものとします。 

 

① 大量買付行為を行う具体的なおそれがある者に対する大量買付行為の予定の有無の確認

及び大量買付者等に対する情報提供の要請並びに大量買付行為の一時停止（公開買付期間

の延長）の要請 

 

 大量買付行為が行われる具体的なおそれがあると当行取締役会が合理的に判断する場合

には、当行取締役会は、大量買付行為を行う具体的なおそれがある者に対して大量買付行

為を行う予定の有無の確認を行います。また、大量買付行為が行われる場合であって、大

量買付者等が公表している又は当行に対して提供した情報では、当該大量買付行為の内

容・態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当行取締役会の評価・検討等のために不

十分であると当行取締役会が合理的に判断する場合には、当行取締役会は、追加の情報提

供を大量買付者等に請求することがあります（但し、当行取締役会は、大量買付者等の属

性、大量買付者等が提案する大量買付行為の内容、大量買付者等が公表している又は当行

に対して提供した情報の内容及び性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是非を適切に判断

し、当行取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準を超える追加情報提供の要求を

行わないこととします。）。なお、当該追加の情報提供の請求は、大量買付行為を行う具体

的なおそれがある者に対して、大量買付行為を行う予定の有無の確認を行うのと同時に行

うことがあります。 

 

 当行取締役会は、①大量買付行為を行う具体的なおそれがある者より大量買付行為を行

う予定の有無についての情報を受領した場合にはその受領の事実について、②大量買付行

為が行われる場合で、大量買付者等より追加情報を受領した場合はその受領の事実につい

て、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。当行取締役会に提供されたこれらの情報

の内容等については、株主の皆様のご判断に必要であると当行取締役会が判断する時点

で、その全部又は一部につき株主の皆様に情報開示を行います。 

 大量買付行為を行う予定がない旨の明確な回答があった等の理由により、当行取締役会

が、大量買付行為が行われる可能性がないと合理的に判断した場合には、判断を行った時

点で、株主の皆様にその旨の情報開示を行い、それ以降の手続は実施せず、対抗措置の発

動は行いません。 

 そして、株主意思確認総会の開催の確実を期すため、当行は大量買付者等に対して、大

量買付行為の一時停止（公開買付けである場合は期間の延長）を要請します（以下、「大
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量買付行為一時停止要請」といいます。）。 

 

 なお、本公開買付けにおいては、現時点で SBIHDらから公表されている内容に基づけば

SBIHDらは大量買付行為を行う予定があることが明らかであるため、当行は、大量買付行

為を行う予定の有無の確認を省略し、本プランに従った株主意思確認の手続を進めます。

株主意思確認総会の開催の確実を期すための大量買付行為一時停止要請として、当行は

SBIHDらに対し、本公開買付けの期間を延長し 60営業日（法令上認められる最長期間）

とするべく、本日、SBIHD らに対して延長を行うよう書面にて要請をいたしました。 

 

② 取締役会評価期間 

 当行取締役会は、大量買付者等から提出された情報に基づき、大量買付行為がなされる

ことに賛同するか反対するか、また、反対する場合に対抗措置を発動すべきかを評価検討

いたします。当行取締役会は、大量買付行為の是非について株主の皆様に適切にご判断い

ただくため、及び当行取締役会において評価・検討等を行うため、大量買付者等に対し、

必要に応じ情報の提供を請求することができるものとします。現時点においては、少なく

とも当行が 2021 年 9月 17 日付で公表した「SBI地銀ホールディングス株式会社による当

行株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ」の別紙 2（公開買付者

に対する質問）に記載の情報の提供を請求するほか、今後も、大量買付者等からの情報提

供が不十分であると当行取締役会が判断した場合には、大量買付者等に対し追加的に情報

を提供するよう求めることがあります。 

 

当行取締役会は、本日以降、必要に応じて当行から独立した地位にある第三者（投資銀

行、証券会社、ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を

含みます。）の助言を得ながら、大量買付者等から提供された情報を十分に評価・検討

し、大量買付行為に関する当行取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大量買付者等

に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行います。前述のとおり、

この過程において、当行独立社外役員は取締役会の場とは別に独立社外役員のみによる協

議を行うことを妨げられず、また、独立社外役員のための外部専門家の助言を得ることも

できます。 

また、必要に応じて、当行取締役会は大量買付者等との間で大量買付行為に関する条

件・方法について交渉し、さらに、当行取締役会として、株主の皆様に代替案を提示する

こともあります。 

 

 当行取締役会による上記の評価・検討については、本日以降可及的速やかに実施します
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が、評価・検討のため必要な資料の準備等に要する時間も考慮し、十分な検討ができるよ

う、30日程度の期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）を見込んでおります。な

お、当行取締役会が取締役会評価期間内に本公開買付けへの賛否及び対抗措置の発動又は

不発動に関する決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合、当行取締役会

は、必要な範囲内で取締役会評価期間を最長 30日間（当初の取締役会評価期間の満了日

の翌日から起算します。）延長することができるものとします（なお、当該延長は 1度に

限るものとします。）。当行取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議

された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由について、適時かつ適切に株主

の皆様に情報開示を行います。 

 

 大量買付行為は、取締役会評価期間の経過後（但し、株主意思確認総会が開催されるこ

ととなった場合には、対抗措置の発動に関する議案の否決及び同総会の終結後）にのみ開

始されるべきもの（本公開買付けに即して言えば、株主意思確認総会が開催されることと

なった場合には、対抗措置の発動に関する議案の否決及び同総会の終結後に初めて、本公

開買付けの決済ができるもの）とします。 

 

③ 株主意思確認総会の開催 

 当行は、当行取締役会において大量買付行為がなされることに反対であり、これに対し

て対抗措置を発動すべきであると考える場合には、株主総会を開催することを取締役会評

価期間内に決定し、当該決定後速やかに株主総会を開催します（以下「株主意思確認総

会」といいます。）。株主意思確認総会においては、対抗措置の発動に関する議案に対する

賛否を求める形式により、大量買付行為がなされることを受け入れるか否かに関する株主

の皆様のご意思を確認します。また、当行取締役会は、株主意思確認総会において、大量

買付行為がなされることに代わる当行の企業価値ないし株主の皆様の利益の最大化に向け

た代替案を提案することがあります。なお、当行取締役会は、株主意思確認総会の開催を

迅速に行うため、株主意思確認総会の開催を決定する前の段階で、予備的に基準日の設定

等を行う場合があります。 

 株主の皆様には、大量買付行為に関する情報をご検討いただいた上で、大量買付行為が

なされることを受け入れるか否かについてのご判断を、当行取締役会が提案する対抗措置

の発動に関する議案に対する賛否の形で表明していただくことになります。そして、当該

議案について株主意思確認総会にて承認が得られた場合には、当該対抗措置の発動に関す

る議案が承認されたものとします。なお、株主意思確認総会を開催する場合には、議決権

行使の基準日、株主意思確認総会の開催日時等の詳細について、適時適切な方法によりお

知らせします。 
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株主意思確認総会が開催される場合には、大量買付者は、株主意思確認総会の終結の時

まで、大量買付行為を開始してはならないものとし、既に大量買付行為を開始している場

合には、買付け中断や公開買付期間の延長等、適切な措置を講じなければならないものと

します。 

 

④ 対抗措置 

 株主意思確認総会において、株主の皆様が、当行取締役会が提案する対抗措置の発動に

関する議案が普通決議をもって承認され、かつ、大量買付行為が中止又は撤回されない場

合には、当行取締役会は、かかる株主の皆様のご意思に従い、下記 3に記載する対抗措置

（(a)差別的行使条件等及び取得条項等が付された新株予約権の無償株主割当て、及び(b)

それに続いて、当行株式を対価として非適格者以外の保有者から当該新株予約権を強制取

得することにより、非適格者の保有する当行の議決権を希釈化すること）を発動します。

これに対し、株主意思確認総会において株主の皆様が対抗措置の発動に関する議案を承認

されなかった場合には、当行取締役会は、株主の皆様のご意思に従い、対抗措置を発動し

ません。 

 但し、大量買付者が大量買付行為一時停止要請に従わず、上記③に記載する株主意思確

認総会を開催する以前において大量買付行為を実行又は継続しようとする場合には、大量

買付行為がなされることを受け入れるか否かに関し、大量買付者等から開示される情報に

基づき株主の皆様が熟慮されるために必要な時間を確保することができず、株主の皆様の

ご意思を確認する機会も確保することもできなくなります。かかる場合には、当行取締役

会は、株主意思確認総会に先立ち、対抗措置の一部を暫定的に発動した状態で、株主意思

確認総会を開催するものとし、株主の皆様のご意思を確認したうえで対抗措置を最終的に

発動します。具体的には、当行は、株主意思確認総会の開催に先立って甲種新株予約権の

無償株主割当てを実施しますが、当行株式を対価とする甲種新株予約権の強制取得を行っ

ていない（すなわち、非適格者が保有する当行の議決権に希釈化はまだ生じていない）状

態で株主意思確認総会を開催し、株主の皆様のご意思を確認します。株主意思確認総会で

対抗措置の発動が承認された場合は、（大量買付行為が撤回等されない限り）当行は対抗

措置を最終的に発動するものとし、当行株式を対価とする甲種新株予約権の強制取得を実

施します。株主意思確認総会で対抗措置の発動が承認されなかった場合は、当行は対抗措

置を最終的には発動しないものとし、割当て済みの全ての甲種新株予約権を無償で強制取

得します。 

 

なお、本公開買付けにおいては、当行は SBIHD らに対し、本公開買付けの期間を延長し

60営業日（法令上認められる最長期間）とするよう本日要請いたしましたが、9月 30日
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正午までに同要請に沿った公開買付期間延長を内容とする本公開買付届出書の訂正届出書

が提出されない場合は、甲種新株予約権の無償株主割当てを先行して実施します。かかる

甲種新株予約権の先行割当てに備え、当行は新株予約権の発行登録書を提出する予定で

す。 

 

３．対抗措置（甲種新株予約権の無償株主割当て）の概要 

 当行が、本プランに基づく対抗措置として実施する甲種新株予約権の無償株主割当ての概要

は、以下のとおりです（以下に定めるほか、甲種新株予約権の内容の詳細は、甲種新株予約権の

無償株主割当てに際して当行取締役会が別途定めるものとします。）。 

 

（１）割り当てる甲種新株予約権の内容 

① 甲種新株予約権の目的となる株式の種類 

 当行株式 

 

② 甲種新株予約権の目的となる株式の数 

 甲種新株予約権 1個あたりの目的となる株式の数は、当行取締役会が別途定める数としま

す。 

 

③ 甲種新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 甲種新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額（払込みをなすべき

額）は、1円に各甲種新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とします。 

 

④ 甲種新株予約権を行使することができる期間 

 甲種新株予約権を行使することができる期間は、当行取締役会が別途定める一定の期間と

します。 

 

⑤ 甲種新株予約権の行使の条件 

(a) 非適格者が保有する甲種新株予約権（実質的に保有するものを含みます。）は、行使す

ることができません。 

 

「非適格者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 

(i) 大量買付者等（大量買付者及び大量買付者の支配株主等（金融商品取引法

施行令第 14 条の 7第 1項第 2号）をいいます。） 

(ii) 大量買付者等の共同保有者（金融商品取引法第 27条の 23第 5項及び第 6
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項） 

(iii) 大量買付者等の共同保有者が特別資本関係（金融商品取引法施行令第 9条

第 1項第 2号）を有する者（当該者が特別資本関係を有する者を含み、以

下同様とします。） 

(iv) 大量買付者等の特別関係者（金融商品取引法第 27条の 2第 7項） 

(v) 大量買付者等の特別関係者が特別資本関係を有する者（当該者が特別資本

関係を有する者を含み、以下同様とします。） 

(vi) 当行取締役会が以下のいずれかに該当すると合理的に認定した者 

(x) 上記(i)から本(vi)までに該当する者から当行の承認なく甲種新株予

約権を譲り受け又は承継した者 

(y) 上記(i)から本(vi)までに該当する者の「関係者」（注） 

  

（注） 「関係者」とは、これらの者との間にファイナンシャル・アドバイザリー

契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの

者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士そ

の他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者

と共同ないし協調して行動する者をいいます。組合その他のファンドに係

る「関係者」の判定においては、ファンド・マネージャーの実質的同一性

その他の諸事情が勘案されます。 

 

(b) 甲種新株予約権者は、当行に対し、上記⑤(a)の非適格者に該当しないこと（第三者の

ために行使する場合には当該第三者が上記⑤(a)の非適格者に該当しないことを含みま

す。）についての表明・保証条項、補償条項その他当行が定める事項を記載した書面、

合理的範囲内で当行が求める条件充足を示す資料及び法令等により必要とされる書面を

提出した場合に限り、甲種新株予約権を行使することができるものとします。 

 

(c) 適用ある外国の証券法その他の法令等上、当該法令等の管轄地域に所在する者による甲

種新株予約権の行使に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足が必要とされる場

合、当該管轄地域に所在する者は、当該手続及び条件が全て履行又は充足されていると

当行が認めた場合に限り、甲種新株予約権を行使することができます。なお、当行が上

記手続及び条件を履行又は充足することで当該管轄地域に所在する者が甲種新株予約権

を行使することができる場合であっても、当行としてこれを履行又は充足する義務を負

うものではありません。 
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(d) 上記⑤(c)の条件の充足の確認は、上記⑤(b)に定める手続に準じた手続で当行取締役会

が定めるところによるものとします。 

 

(e) 各甲種新株予約権の一部行使は、できないものとします。 

 

⑥ 取得条項 

当行は、甲種新株予約権の無償株主割当ての効力発生日以後の日で当行取締役会が定める

日において、未行使の甲種新株予約権を、当行取締役会が定める対価をもって又は無償で、

取得することができます。 

 

(a) 対抗措置を発動する場合（非適格者以外の甲種新株予約権者からの取得） 

本プランにおける対抗措置を発動する場合、当行は、甲種新株予約権の無償株主割当

ての効力発生日以後の日で当行取締役会が定める日において、未行使の甲種新株予約権

で、上記⑤(a)及び(b)の規定に従い行使可能な（すなわち、非適格者に該当しない者が

保有する）もの（下記⑥(b)において「行使適格甲種新株予約権」といいます。）につい

て、取得に係る甲種新株予約権の数に、甲種新株予約権 1個当たりの目的となる株式の

数を乗じた数の整数部分に該当する数の当行株式を対価として取得します（1 株未満の

端数は切り捨てられます。）。 

甲種新株予約権の取得に関する条件充足の確認は、上記⑤(b)に定める手続に準じた手

続で当行取締役会が定めるところによるものとします。 

 

(b) 対抗措置を発動する場合（非適格者からの取得） 

本プランにおける対抗措置を発動する場合、当行は、甲種新株予約権の無償株主割当

ての効力発生日以後の日で当行取締役会が定める日において、未行使の甲種新株予約権

で行使適格甲種新株予約権以外のものについて、取得に係る甲種新株予約権と同数の新

株予約権で非適格者の行使に一定の制約が付されたもの（以下に記載する行使条件及び

取得条項その他当行取締役会が定める内容のものとします。以下、当該新株予約権を

「乙種新株予約権」といいます。）を対価として取得します。 

甲種新株予約権の取得に関する条件充足の確認は、上記⑤(b)に定める手続に準じた手

続で当行取締役会が定めるところによるものとします。 

(i) 行使条件 

 乙種新株予約権の保有者は、次の条件を満たさない場合（第三者のために行使

する場合には当該第三者が次の条件を満たさない場合を含みます。）には、乙種

新株予約権を行使することができないものとします。なお、各乙種新株予約権の



 

23 
 

一部行使は、できないものとします。 

(x) 乙種新株予約権の保有者が大量買付行為を継続しておらず、かつ、その後

も大量買付行為を実施しないことを誓約した場合であって、かつ、 

(y) 乙種新株予約権の保有者の議決権割合（但し、その計算に当たっては乙種

新株予約権の保有者やその共同保有者又は特別関係者以外の非適格者につ

いても当該乙種新株予約権の保有者の共同保有者又は特別関係者とみなし

て算定を行うものとし、また、非適格者の保有する乙種新株予約権のうち

行使条件が充足されていないものは除外して算定します。）として当行取締

役会が認めた割合が 20％を下回っている場合（この場合、当該乙種新株予

約権の保有者その他の非適格者は、乙種新株予約権につき、行使後の議決

権割合として当行取締役会が認める割合が 20％を下回る割合の範囲内での

み行使することができます）。 

(ii) 取得条項 

 当行は、乙種新株予約権が交付された日から 10年を経過する日以降、11年を

経過する日までの間において当行取締役会が別途定める日に、未行使かつ行使条

件が充足されていない乙種新株予約権を、その時点における当該乙種新株予約権

の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。 

(c) 対抗措置の一部の暫定的な発動を撤回する場合（全甲種新株予約権者からの無償取得） 

 当行は、甲種新株予約権の行使が可能となる期間の開始日の前日までの間は、いつで

も、当行が甲種新株予約権を取得することが適切であると当行取締役会が認める場合に

は、当行取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての甲種新株予約権を無償で取

得することができるものとします。大量買付者が大量買付行為一時停止要請に従わなか

ったことにより、当行が対抗措置の一部の暫定的発動として甲種新株予約権の無償株主

割当を先行して実施していた場合で、株主意思確認総会により対抗措置の発動に関する

議案が承認されなかったときは、当行は全ての甲種新株予約権を無償で取得するものと

します。 

 

⑦ 譲渡承認 

 譲渡による甲種新株予約権の取得には、当行取締役会の承認を要します。 

 

⑧ 資本金及び準備金に関する事項 

 甲種新株予約権の行使及び取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金及び資本準備金

に関する事項は、法令等の規定に従い定めるものとします。 
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⑨ 新株予約権証券の発行 

 甲種新株予約権については新株予約権証券を発行しません。 

 

（２）株主に割り当てる甲種新株予約権の数 

 当行株式（当行の有する自己株式を除きます。）1株につき甲種新株予約権 1個の割合で

割り当てることとします。 

 

（３）甲種新株予約権の無償株主割当ての対象となる株主 

 当行取締役会が別途定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された当行株式

の全株主（当行を除きます。）に対し、甲種新株予約権を割り当てます。 

 

（４）甲種新株予約権の総数 

 当行取締役会が別途定める基準日における当行の最終の発行済株式総数（但し、当行が有

する自己株式の数を除きます。）と同数とします。 

 

（５）甲種新株予約権の無償株主割当の効力発生日 

 当行取締役会が別途定める基準日以降の日で当行取締役会が別途定める日とします。 

 

（６）対抗措置の発動の中止又は撤回 

 当行取締役会又は株主意思確認総会において対抗措置の発動の承認が決議された後、①大

量買付者が大量買付行為を中止若しくは撤回した場合、又は、②対抗措置を発動するか否か

の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当行の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益の確保・向上の観点から、発動した対抗措置を維持することが客観的に相当で

ないと考えられる状況に至った場合には、当行取締役会は、当該対抗措置の維持の是非につ

いて判断することとします。 

当行取締役会は、発動した対抗措置を中止又は撤回することを決定した場合には、速やか

にその旨を開示します。 

 

４．株主及び投資家の皆様への影響 

（１）本プラン導入時に本プランが株主及び投資家の皆様へ与える影響 

 本プランの導入時点においては、甲種新株予約権の無償株主割当て自体は行われませんの

で、株主及び投資家の皆様の法的権利又は経済的利益に直接具体的な影響が生じることはあ

りません。 
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（２）甲種新株予約権の無償株主割当ての実施により株主及び投資家の皆様に与える影響 

 甲種新株予約権は、基準日時点における株主の皆様に対し、その保有する普通株式 1株に

つき 1個の割合により無償で割り当てられますので、その行使を前提とする限り、株主の皆

様が保有する当行株式全体の価値に関して希釈化は生じません。 

 もっとも、株主の皆様が、甲種新株予約権の行使期間中に甲種新株予約権の行使を行わな

い場合には、他の株主の皆様による甲種新株予約権の行使により、その保有する当行株式の

価値が希釈化することになります。但し、甲種新株予約権については、原則として、行使期

間の到来に先立ち、それらに付された取得条項に基づき当行が一斉に強制取得し、行使条件

を充たしている甲種新株予約権に対して当行株式を交付することを予定しております。当行

がかかる取得の手続を行った場合、非適格者以外の株主の皆様は、甲種新株予約権の行使及

び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当行株式を受領することとなり、既に保有してい

る株式 1株当たりの価値の希釈化は生じますが、新たに受領する株式と合わせれば、保有す

る当行株式全体の価値の希釈化は生じません。 

 なお、甲種新株予約権の無償株主割当てを受けるべき株主が確定した後において、当行

が、甲種新株予約権の無償株主割当てを中止し又は無償株主割当てされた甲種新株予約権を

無償で強制取得する場合には、1株当たりの当行株式の価値の希釈化は生じませんので、1

株当たりの当行株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った投資家の皆様

は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 このように、当行株式の価値の希釈化が最終的に生じるかどうかは、当行が一旦甲種新株

予約権の無償株主割当ての決議を行った後であっても諸般の事由により変更が生じる可能性

がありますので、投資家の皆様は十分にご留意ください。 

 甲種新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているた

め、当該行使又は取得に際して、非適格者の法的権利又は経済的利益に希釈化が生じること

が想定されますが、この場合であっても、非適格者以外の株主及び投資家の皆様の有する当

行の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して

おりません。もっとも、甲種新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以

降、甲種新株予約権の行使又は甲種新株予約権の当行による取得の結果、株主の皆様に当行

株式が交付される場合には、株主の皆様の振替口座に当行株式が記録されるまでの期間、株

主の皆様が保有する当行株式の価値のうち甲種新株予約権に帰属する部分について、譲渡に

よる投下資本の回収がその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。 

 また、新株予約権 1個あたりの目的となる株式の数がどのように設定されるかによって

は、非適格者以外の株主及び投資家の皆様が取得する当行の株式に、1株未満の端数や、1

単元に満たない株式が生じる場合があります。その場合、1株未満の端数は切り捨てとなる

場合があります。また、1単元に満たない株式については、議決権が付与されないこととな
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ります（なお、単元未満株式については、そのままでは金融商品取引市場でお取引いただく

ことができません。そのまま保有を続けていただくことはできますが、当行による買取りを

請求し、あるいは単元株式となるように当行からの買増しを請求することもできます。）。 

 

（３）甲種新株予約権の無償株主割当て時に株主の皆様に必要となる手続 

(a) 甲種新株予約権の行使の手続 

 当行は、取締役会が別途定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された

株主の皆様に対し、原則として、甲種新株予約権の行使請求書（行使に係る甲種新株予

約権の内容及び数、甲種新株予約権を行使する日、当行株式の記録を行うための振替口

座（特別口座を除きます。）等の必要事項並びに株主自身が甲種新株予約権の行使条件

を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当行所定

の書式によるものとします。）その他甲種新株予約権の行使に必要な書類を送付いたし

ます。甲種新株予約権の無償株主割当て後、株主の皆様が行使期間中にこれらの必要書

類を提出したうえ、甲種新株予約権 1個当たり、甲種新株予約権の目的となる株式の数

に 1円を乗じた額を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の甲種新株予約権につき

当行取締役会が定める数の当行株式が交付されることになります。 

 なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、甲種新株予約権の行使の結果

として交付される当行株式については、特別口座に記録することができませんので、株

主の皆様が甲種新株予約権を行使する際には、証券口座等の振替口座を開設していただ

く必要がある点にご留意ください。 

 

(b) 当行による甲種新株予約権の取得の手続 

 株主の皆様に割り当てられた甲種新株予約権は、上記 3 に記載のとおり、行使の条件

や行使に関する手続が定められておりますが、原則として、行使期間の到来に先立ち、

それらに付された取得条項に基づき当行が一斉に強制取得し、行使条件を充たしている

甲種新株予約権に対して当行株式を交付することを予定しております。その場合には、

当行は、法令等に従い、取得の日の 2 週間前までに公告をした上で、かかる取得を行い

ます。 

 当行が、上記 3(1)⑥(a)に従って、取得条項に基づき甲種新株予約権を取得する場合、

株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当行による甲種新株予約権の

取得の対価として、当行株式の交付を受けることになります。この際、株主の皆様にお

いて金銭の払い込みは必要ありませんが、当行から交付される当行株式を記録するため

の振替口座について、株主の皆様に一定の手続きをお願いする場合があります。 

 但し、非適格者については、甲種新株予約権の行使又は当行による取得等に関する取
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扱いが他の株主の皆様と異なり、上記 3(1)⑥(b)のとおり、乙種新株予約権を対価として

甲種新株予約権の取得が行われます。 

 

(c) その他 

 当行は、上記の各手続の詳細について、実際にこれらの手続が必要となった際に、法

令等に従って適時適切な開示を行いますので、当該内容をご確認ください。 

 

５．本プランの合理性を高める仕組み 

（１）平時の買収防衛策に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること 

 本プランは、平時に導入されるいわゆる事前警告型買収防衛策とは異なるものではありま

すが、経済産業省及び法務省が 2005 年 5月 27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の内容、経済産業省企業価値研究会 2008

年 6月 30日付け報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内

容、並びに、東京証券取引所の定める平時の買収防衛策に関する、買収防衛策の導入に係る

規則及び同取引所が有価証券上場規程の改正により導入し、2015 年 6月 1日より適用を開

始した「コーポレートガバナンス•コード」(2021年 6月 11日の改訂後のもの)の「原則 1

一 5.いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえて策定されており、これらの指針等に定められ

る要件のうち、有事の対応方針にも妥当するものについては、本プランにおいても充足され

ております。 

 

（２）株主意思の尊重（株主の皆様のご意思を直接的に反映する仕組みであること） 

 当行は、本プランに基づく対抗措置を発動するに当たっては、株主意思確認総会を開催す

ることにより、株主の皆様の意思を反映いたします。大量買付者等には上記 2(3)に記載し

た手続を遵守するよう要請しますが、大量買付者等が同要請に従って手続を遵守する場合は

もちろん、遵守しない場合であっても、最終的には株主意思確認総会における株主の皆様の

意思に基づいてのみ対抗措置の発動がなされることになります。 

 さらに、下記 6記載のとおり、本プランの有効期間は、原則として 2022年開催の当行定

時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。 

 このように、本プランは、株主意思を最大限尊重するものです。 

 

（３）取締役会の恣意的判断の排除 

 上記(2)記載のとおり、当行は、株主意思確認総会を開催し、株主の皆様のご意思に従

い、大量買付行為に対して対抗措置を発動するか否かを決定します。大量買付者等が上記

2(3)に記載した手続を遵守する場合はもちろん、遵守しない場合であっても、株主意思確認
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総会に基づいて対抗措置の発動の有無が最終的に決定されることとなり、当行取締役会の恣

意的な裁量によって対抗措置が発動されることはありません。 

 また、当行の取締役の過半数（取締役 7名中 5名）は独立社外取締役であり、当行の監査

役の過半数（監査役 3名中 2名）は独立社外監査役です。当行取締役会は、必要に応じて、

独立した外部専門家（フィナンシャル•アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等）の

助言を得ること等ができるとともに、独立役員のために別の独立した外部専門家を起用し、

独立役員は当該外部専門家の助言を得ることもできます。これにより、当行取締役会は、判

断の公正性、客観性及び合理性を担保し、恣意的な判断を排除するために十分な体制を整え

ております。 

 

（４）デッドハンド型買収防衛策又はスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 本プランは、下記 6記載のとおり、株主総会において選任された取締役により構成される

取締役会の決議によっていつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収

防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）

又はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないた

め、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。 

 

６．本プランの廃止の手続及び有効期間 

 本プランは本日から効力が生じるものとしますが、その有効期間は、2022年開催の当行定時株

主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。但し、2022年開催の当行定時株主総

会後最初に開催される取締役会の終結時において、現に大量買付行為を行っている者又は当該行

為を企図する者であって当行取締役会において定める者が存在する場合には、当該行われている

又は企図されている行為への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとし

ます。なお、上記のとおり、本プランは、既に具体化している本公開買付けを含む大量買付行為

への対応を主たる目的として導入されるものであるため、具体的な大量買付行為が企図されなく

なった後において、本プランを維持することは予定されておりません。 

 また、有効期間の満了前であっても、株主総会又は取締役会により、本プランを廃止する旨の

決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。 

 

以 上 

 

お問い合わせ先 

         新生銀行 グループ IR・広報部 

下村、紀、伊佐 

Shinsei_PR@shinseibank.com 

  

mailto:Shinsei_PR@shinseibank.com
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（別紙）本プランにかかる手続の流れの概要 

 



SBI地銀ホールディングス株式会社からの
当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた
株主意思確認を必須前提とする買収防衛策の導入について
2021年9月17日

株式会社 新生銀行



対応方針に係るサマリー

2021年9月9日にSBIホールディングス株式会社（SBIHD）の完全子会社であるSBI地銀ホールディングス
株式会社(SBIHDと併せて、SBIHDら)が公表した公開買付け（本公開買付け）は、当行の企業価値な
いし株主の皆様の共同の利益の最大化を妨げるおそれが現時点で否定出来ないため、当行取締役会として
以下の対応方針を決定

対応方針
当行取締役会は、SBIHDらによる大量買付行為が当行の企業価値や価値の源泉に対して及ぼす影響につ
いて、株主の皆様が適切なご判断を下すための、情報と時間を確保するための手続きを定めることを決定

1. 当行の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を策定
2. 上記基本方針に照らして、不適切な者によって当行の財務及び事業の方針が決定されることを防止
するための取り組みとして、株主意思確認を必須前提とする買収防衛策を導入

1



買収防衛策導入の背景
 2021年3月末以降、複数回にわたりSBIHDらに会談等を申し入れたが応諾されず、当行の経営のあり方等を
めぐる協議はSBIHDらと全くなされていない中、本公開買付けは当行へ何らの予告・説明・協議が無く、突然開
始されたもの
 本公開買付けは買付予定数の上限が設定されているところ、その目的や結果が、当行の企業価値ないし
株主共同の利益最大化を妨げるおそれが否定出来ず、強圧性が生じるおそれもある

 本来であれば本公開買付けに賛同していない株主が、本公開買付けへの応募による売却をせざるを得な
いと考える等、株主の判断が歪められる可能性

 株式の買付予定数の上限は総株主の議決権の過半数に満たない数に設定されており、当行の株主構成及び
過去の議決権行使比率に鑑みると、SBIHDらの提案は銀行持株会社となることもなく、また投資額を節減し、
実質的に当行の経営を支配しようとするもの
 当行の銀行としての高い公共性と社会的責任の観点からしても、重大な問題をはらむもの

 SBIHDらと当行との間の業務提携に関する協議・接触等について、当行の認識と大きく異なる点が本公開買付
けの公開買付届出書にて散見される
 SBIHDから2019年9月に頂いた資本業務提携提案に対しては、実現可能性やメリット・デメリットを約2ヵ
月に亘り真摯に検討をしてきたと当行としては認識

 当行から「前向きな回答」を得られなかったとSBIHDらが指摘した「証券業務を含む両グループのシナジーの
発揮が期待できる分野に関する提携」については、そもそも当行がコスト削減策として検討を開始したもので
あり、当行は株式会社SBI証券を含む3社の主たる候補者から提案を頂戴する入札方式を採用の上、一
番競争力のある提案を採用
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会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

前提となる考え方
当行は、金融サービス業の中核たる銀行として高い公共性を有し、企業価値及び株主共通の利益の最大化
のためには中長期的観点から企業価値の源泉を育てる必要があります

当行は上場会社として、特定の者からの買付提案を受け入れるか否かは、最終的に株主の皆様のご判断に
委ねられるべきものと認識しております

大量買付行為（P.5にて定義）が行なわれる場合の懸念
大量買付者等（P.5にて定義）からの必要かつ十分な情報の提供なくしては、当該行為が企業価値ないし
株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を、株主の皆様に適切にご判断いただくことは困難だと考えております

大量買付行為が行なわれる場合の当行取締役会の責務
1) 大量買付者等に株主の皆様のご判断に必要かつ十分な情報を提供させること
2) 大量買付者等の提案が当行の企業価値ないし株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響について、当行取
締役会の評価・検討結果を、株主の皆様にご判断いただく際の参考として提供すること

3) （場合によっては）当行取締役会が大量買付行為又は当行の経営方針等に関して大量買付者等と交渉
又は協議を行なうこと、あるいは当行取締役会としての経営方針等の代替案を株主の皆様に提示すること
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基本方針に照らして不適切な者によって当行の財務及び事業の方針の
決定が支配されることを防止するための仕組み（本プラン）

株主の皆様が大量買付行為を受け入れるか否かの判断を適切に行うためには、下記が必要であり、これ
らを確保する枠組みとして本プランを設定いたします

本プランの目的

1) 株主の皆様に対し、当行に対する大量買付行為が当行の企業価値ないし株主の皆様の共同の利
益の最大化を妨げるものであるか否かの判断を可能にするための、所要の情報を提供すること

2) 株主の皆様が、当該大量買付行為の実行の是非を熟慮するための、検討時間を確保すること

3) 株主の皆様にとって、当該大量買付行為が不利なものと考えられた場合、大量買付行為を排除し
企業価値の毀損を防ぐこと

株主の皆様に対する必要十分な情報開示や検討時間が与えられず、大量買付行為が強行された場合
には、株主の皆様の共同の利益を毀損し、残された少数株主を害する結果が生じてしまうおそれがあると
考えられます

本プランは、当行取締役会の責務として、大量買付者等からの十分な情報提供を確実にし、株主の皆様
からの総体的な意図を確認する機会を担保し、その意思が反映されることを担保するための手続きであり、
当行の企業価値ないし株主の皆様の共同の利益の最大化に資するものであると考えております
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本プランにおける対抗措置の概要及び対象行為
本プランにおける対抗措置の概要
1) 新株予約権の無償株主割当て
 当行株式と引換えに当行が取得できる「甲種新株予約権」を、無償株主割当てにより、全ての株
主の皆様に対して割り当てることとなります。但し、非適格者による権利行使は認められません

2) 当行による甲種新株予約権の取得
 当行による取得と引換えに非適格者以外の株主の皆様に対して当行株式が交付された場合、非
適格者の議決権割合は、一定程度希釈化されることとなります

5

本プランにおける「大量買付行為」の対象、及び「大量買付者等」の定義
「大量買付行為」の対象
a) 議決権割合を20%以上とすることを目的とする買付行為

 既に特定株主グループの議決権割合が20%以上であった場合における当該特定株主グループ
による買付行為を含みます

b) 結果として議決権割合が20%以上となるような買付行為
c) 合わせて議決権割合が20%以上となる場合に、他の株主と共同・協調する行為
「大量買付者等」の定義
上記の大量買付行為を、自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとする者



本プランに係る手続き及び役員体制の概要

本プランに係る手続
株主意思確認総会により対抗措置発動の承認が得られ、かつ大量買付行為が撤回されない場合
 所定の対抗措置を発動

所定の手続を遵守せず、株主意思確認総会を開催する以前に大量買付行為を実行しようとする場合
 所定の対抗措置の一部のみを先行して暫定的に実施したうえで、株主意思確認総会を通じて株
主の皆様のご意思を確認

本プランの運用の公正性・客観性の確保
当行は、取締役7名中5名が独立社外取締役であり、監査役3名中2名が独立社外監査役でありま
す。従って、取締役会による恣意的な判断の防止や本プランの運用の公正性・客観性の確保は、このよ
うな役員構成により十分に達することができ、取締役会とは独立したいわゆる独立委員会を別途設置す
る必要はないと考えております

独立社外役員のみによる協議の機会自体は、全く妨げられるものではありません。当行は、独立社外役
員が協議にあたり助言を得ることができるよう、当行取締役会から独立した外部専門家を起用するものと
し、それに要した費用は、合理的な範囲で全て当行が負担します

6



（ご参考）対抗措置発動の各種ステップ

7

Step   Step   

甲種新株予約権
の無償割当て

当行による
取得条項の発動

議決権割合の
希釈化は生じない

議決権割合の
希釈化が生じる(1)

1 2

• 株主意思確認総会での
発動の決議、又は追認
を前提として（大量買
付者等を含む）全株主
に甲種新株予約権を無
償で割当て

• なお甲種新株予約権に
は差別的な取得条項及
び差別的な行使条件が
付されている

• （大量買付者等を含
む）全株主に対して取
得条項を発動

• 甲種新株予約権の「行
使」ではないので払込
みは不要

Step  

甲種新株予約権を取得
対価として

普通株式を交付

甲種新株予約権を取得
対価として

乙種新株予約権を交付

3

• 乙種新株予約権は、大量買
付者等が大量買付行為を実
施しないことを誓約し、大
量買付者等の議決権割合が
20%を下回った場合に限
り、大量買付者等の議決権
割合が20%に満たない範
囲でのみ行使可能

一般株主と大量買付者等とで行使条件及び取得条項が異なる甲種新株予約権の、全株主への無
償割当てを行います。全株主に対して取得条項を発動し、一般株主には普通株式、大量買付者等
には乙種新株予約権を対価として交付します

一般株主

大量買付者等

(1) 乙種新株予約権は、大量買付者等が大量買付行為を実施しないことを誓約し、大量買付者等の議決権割合が20%を下回った場合に限り、大量買付者等の議決権割合が20%に満たない範囲でのみ行使可能となるため、大量買付者等が権利行使を行う場合に
は、大量買付者等の議決権割合が20%近くまで戻る可能性があります



（ご参考）対抗措置発動時の希釈化イメージ
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取得条項
発動

新株予約権
割当て

普通株式保有

普通株式保有

保有普通株式数
に応じて

新株予約権を割当て

保有する新株予約権の
個数に応じて
普通株式を交付

※保有株式全体の価値
の希釈化は生じない

Step   1 Step   2 Step  31 2 3

一般株主には普通株式が交付されますが、大量買付者等には行使に一定の制約が付された乙種新
株予約権が交付される為、大量買付者等の保有する当行の議決権が希釈化します

一般株主

大量買付者等

取得条項
発動

保有普通株式数
に応じて

新株予約権を割当て

保有する新株予約権の
個数に応じて乙種
新株予約権を交付(1)

(1) 乙種新株予約権は、大量買付者等が大量買付行為を実施しないことを誓約し、大量買付者等の議決権割合が20%を下回った場合に限り、大量買付者等の議決権割合が20%に満たない範囲でのみ行使可能となるため、大量買付者等が権利行使を行う場合に
は、大量買付者等の議決権割合が20%近くまで戻る可能性があります



（ご参考）本プランに係るQ&A集

1) 本公開買付けへの応募有無は株主の判断であるので、買収防衛策の導入は不要ではないか？
 公開買付制度の下での反対意見表明や追加情報提供請求にもかかわらず大量買付行為が強
行された場合、株主の皆様に対する必要十分な情報開示や検討時間が与えられないおそれがあ
り、その結果、株主の皆様共同の利益を毀損し、残された少数株主を害する結果が生じてしまうお
それがあると考えられます

 従って、大量買付行為が当行の企業価値や価値の源泉に対して及ぼす影響について、適切に判
断を下すための情報と時間を確保し、かつ仮に株主の皆様が大量買付行為が不利なものであると
考えられた場合、それを排除することを可能とする為、本プランを導入することを決定しました

2) 買収防衛策の導入後、本公開買付けが撤回された場合、既存株主に何らかの影響は生じるのか？
 本公開買付けが撤回された場合、対抗措置は発動されません
 そもそも、対抗措置を発動したとしても、大量買付者等以外の株主の皆様に対して当行株式が交
付される為、結果的に保有する当行株式一株あたりの価値の希釈化は生じますが、その分保有す
る株式数が増加する為、保有する当行株式全体の価値の希釈化は生じません
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（ご参考）本プランに係るQ&A集（続き）

3) 株主意思確認総会の開催目的は？
 株主の皆様の総体的なご意思を確認するために開催致します
 大量買付者等が手続を遵守する場合はもちろん、遵守しない場合であっても、対抗措置の発動の
有無は株主意思確認総会で最終的に決定され、当行取締役会の恣意的な裁量によって発動さ
れることはございません

4) 買収防衛策の導入・発動は、現任の取締役の保身行為ではないのか？
 本プランは、適切な情報提供・検討時間を確保し、仮に株主の皆様が大量買付行為が不利なも
のであると考えられた場合、それを排除することを可能とすることが趣旨であり、経営陣の保身を可
能・容易にするものではなく、従って、経営や取締役の緊張感を阻害しないものだと考えております

 また、本プランは、株主意思確認総会を必須前提とする買収防衛策ですので、経営陣の保身との
ご指摘は当たらないものと考えています

 また、当行の取締役は7名中5名が独立社外取締役で、監査役3名中2名が独立社外監査役で
あり、意思決定の公正性・客観性が担保されていると考えております
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（ご参考）本プランに係るQ&A集（続き）

5) 対抗措置において、特定の株主を差別的に取扱うことに問題はないのか？
 株主の皆様の共同の利益を毀損し、残された少数株主を害する結果が生じるリスク等を現段階で
は完全に排除できない状況であると認識しております

 かかる状況下では、株主の皆様の総体的な意思に従い、大量買付者等を一定程度差別的に取
り扱うことが、企業価値や株主の利益を保全することに繋がると考えております

6) SBIHDらが議決権のうち過半数を取得しなくとも、実質的に経営を支配できるのは何故か？
 過去の議決権行使比率は概ね9割前後であることから、SBIHDらは当行の議決権のうち過半数
を取得しなくとも、実質的に当行の経営を支配することが可能となります

 現にSBIHDらは、公表文書の中で議決権は最大でも48%の保有にとどめるとしつつも、役員変更
などを実施することを目的としていると述べております
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Appendix A: 本プランの各種手続き



本プランにかかる手続の流れ

13

本プランの導入（本プランに定める手続の遵守を大量買付者等に対して要請）

基準日の設定（①臨時株主総会のため、および②甲種新株予約権の無償株主割当のため）及び甲種新株予約権の発行登録

TOB期間を60営業日に延長する旨の要請

甲種新株予約権の無償株主割当てを直ちに決議
（当行取締役会決議・発行登録追補書類を提出）

当行取締役会による評価開始
大量買付者等が公表している大量買付行為の内容・態様を精査

追加情報提供の請求

延長要請に応じない場合

• 情報受領の事実を公表
• 必要な範囲で受領情報の公表

応じないという事実も検討要素に含
めて検討

甲種新株予約権の無償株主割当て
（この段階では希薄化はまだ生じない。希薄化は株主意思確認総

会での発動承認を経た場合にのみ生ずる。）
応じない場合

当行取締役会の検討手続（臨時株主総会の正式な招集決定までに企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく毀損するか検討）
• 情報収集、代替案の検討
• 大量買付者等との協議・交渉
• 外部専門家等からの助言の取得
• 独立社外取締役・独立社外監査役のみによる協議（独立役員のために別途起用された外部専門家等からの助言の取得を含む）

記載内容が十分記載内容が不十分

臨時株主総会招集の正式決定

株主意思確認総会

当行取締役会による決議
企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく毀損する場合でない 企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく毀損する

発動を不承認 発動を承認

TOBが撤回された場合

割当済みの甲種新株予約権を当行が無償で強制取得 希薄化不発生

※甲種予約権
割当済みの場合

対抗措置発動せず

甲種新株予約権の無償株主割当てを決議
（当行取締役会決議・発行登録追補書類を提出・割当のための基準日を新たに設定）

対抗措置発動

割当済みの甲種新株予約権を当行が有償で強制取得（対価は当行普通株式。大量
買付者等については乙種新株予約権。）希薄化の発生

※甲種予約権
割当済みの場合甲種新株予約権の割当を決議しない 希薄化不発生

延長要請に応じる場合

※

TOBが撤回された場合

TOBが撤回された場合



本プランの合理性を高める仕組み
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(1) 経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」、経済産業省企業価値研究会2008年6月30日付け報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言
内容、並びに、東京証券取引所の定める平時の買収防衛策に関する、買収防衛策の導入に係る規則及び同取引所が有価証券上場規程の改正により導入し、2015年6月1日より適用を開始した「コーポレートガバナンス•コード」(2021年6月11日の改訂後のもの)の
「原則1一5.いわゆる買収防衛策」
(2) 取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策
(3) 取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策

本プランは、買収防衛策に係る各種指針を尊重すると共に、意思決定のプロセス・体制、また制度設
計を適切に行うことで、株主の皆様の意思を尊重した合理性の高い仕組みとなっています

（１）平時の買収防衛策に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること
 本プランは、平時に導入されるいわゆる事前警告型買収防衛策とは異なるものの、関係当局や東京証券取引所が
買収防衛策に関して定める指針等(1)の趣旨を踏まえて策定しています

（２）株主意思の尊重（株主の皆様のご意思を直接的に反映する仕組みであること）
 大量買付者等が要請された所定の手続きを遵守するか否かに関わらず、最終的には株主意思確認総会における株
主の皆様の意思に基づいてのみ、対抗措置の発動がなされます

（３）取締役会の恣意的判断の排除（判断の公正性、客観性及び合理性を担保する十分な体制の確保）
 対抗措置は株主の皆様の意思に基づいてのみ発動され、当行取締役会の恣意的な裁量による発動はありません
 当行取締役の過半数は独立社外取締役であり、当行監査役の過半数は独立社外監査役であると共に、当行取締
役会、及び独立役員は、各々独立した外部専門家の助言を得ること等が可能です

（４）デッドハンド型買収防衛策又はスローハンド型買収防衛策ではないこと
 本プランは、株主総会にて選任された取締役により構成される取締役会の決議によっていつでも廃止可能なため、い
わゆるデッドハンド型買収防衛策(2)、又はスローハンド型買収防衛策(3)には当たりません



本プランの有効期間及び廃止の手続
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（１）有効期間
 本プランは本日から効力が生じるものとしますが、その有効期間は、2022年開催の当行定時株主総会後最初に開
催される取締役会の終結時までとします。但し、2022年開催の当行定時株主総会後最初に開催される取締役会
の終結時において、当行取締役会において定める者(1)が存在する場合には、必要な範囲で有効期間は延長されるも
のとします

 本プランは、既に具体化している本公開買付けを含む大量買付行為への対応を主たる目的として導入されるものであ
るため、具体的な大量買付行為が企図されなくなった後において、本プランを維持することは予定されておりません

（２）廃止の手続き

 有効期間の満了前であっても、株主総会又は取締役会により、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、
本プランはその時点で廃止されることになります

(1) 現に大量買付行為を行っている者又は当該行為を企図する者等

本プランは株主の皆様の意思を尊重するものであり、具体的な大量買付行為が企図されなくなった後
において、本プランを維持することは予定されておりません。また、有効期間の満了前であっても、本プラ
ンを廃止する旨の決議が行われた場合にはその時点で廃止となります



Appendix B: 当行の取組み



企業価値及び株主の皆様の共同の利益向上に向けた取組み
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企業価値及び株主の皆様の共同の利益向上に向け、中長期的観点から企業価値の源泉を強化す
べく、当行の定める経営理念と経営方針の実現に向けた中期経営戦略を策定・遂行しています

経営理念と経営方針を具体化するための中期経営戦略
①基本戦略の推進 ②注力分野への経営資源の積極投入 ③持続的成長に向けた取組み

経営理念と経営方針
 当行グループは次
の経営理念を掲
げて、日々の経
営・業務に取り組
んでいます

安定した収益力を持ち、
国内外産業経済の発
展に貢献し、お客さまに
求められる銀行グループ

経験・歴史を踏まえた
上で、多様な才能・文
化を評価し、新たな変
化に挑戦し続ける銀行
グループ

透明性の高い経営を志
向し、お客さま、投資家
の皆様、従業員など
全てのステークホルダー
を大切にし、また信頼さ
れる銀行グループ

価値共創に
よる

成長追求

ケイパビリ
ティ強化・
活用

顧客への提供価値
の最大化

(1) 2021年夏以降、必要な関係当局からの認可取得を前提に、順次開始．2021年1月末時点ファミペイアプリダウンロード数
(2) 2020年11月開始．ニッセンクレジット及びニッセンの顧客数合計
(3) 2019年8月開始

経営資源の
最適活用

注力分野：
小口ファイナンス

個別戦略
個人ビジネス

注力分野：
機関投資家向け
ビジネス

個別戦略
法人ビジネス

経営基盤

注力分野：
組織戦略

注力分野：
生産性改革

持続的
成長の
実現

地銀保証事業
保証客数約7.4万件

ファミペイ提携 for ファミリーマート
ファミペイユーザー700万人超(1)

スマートカードローンプラス for ニッセン
ニッセンユーザー1,200万件超(2)

スマートマネーレンディング for NTTドコモ
ドコモユーザー8,000万人超(3)



コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み
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コーポレートガバナンスの観点から、当行は株主の皆様やお客様等様々なステークホルダーの利益を反
映した経営方針を採択し、企業価値及び株主の皆様の共同の利益の向上を目指しています

（１）適切な情報開示方針の策定
企業価値の向上を実現するために、経営の効率性、健全性を向上させる体制を構築するとともに、常に
公平な情報を、タイムリーに、継続的に、自発的に提供し続けることを基本方針としています

（２）取締役会における透明性と客観性の確保
取締役会は、業務執行を行う2名の取締役と、主に業務執行に対する監督を行う5名の社外取締役の
計7名とすることで、経営の透明性と客観性を確保し、適切な経営の意思決定を実現しています

（３）高い専門性を有する社外取締役による監督・助言
様々な分野に関する豊富な経験と高い専門知識を有するメンバーでバランス良く構成された社外取締役
は、中立的かつ客観的な立場から意見を述べ、業務執行取締役に対する監督・助言機能を果たしてい
ます

（４）監査役・監査役会による牽制機能の強化
取締役会から独立した監査役及び監査役会では、取締役会や業務執行に対する監査機能を担うこと
で、より牽制の効いたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています






